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区分 記号 数値目標あり 数値目標なし 

快晴 
 数値目標（複数の場合はすべて）をクリアし

特に成果があったもの（100％＋α） 
特に成果があったもの 

晴れ 
 数値目標（複数の場合はすべて）を達成 

（１００％） 

一定の成果があったもの 

（期限があるものについて）順調なもの 

くもり  数値目標で、達成率９０％以上のもの 
 

 

雨  数値目標で、達成率９０％未満のもの 実施したが十分な成果が得られなかったもの 

※○新：今回の行財政改革指針に新たに位置づける取組に表示 

良い 
 
↑ 

 
 

↓ 
 

悪い 

【各取組の評価指標】 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 適正な職員数の管理 担当所属 職員課 

計画内容 
・多様な市民ニーズや行政課題の変化等、行政需要に応じた適正な職員数を設定する 

・退職見込等をふまえて年齢構成の平準化を図りつつ、着実かつ持続可能な行政運営のための定員管理を実施する 

目指す成果 ・適正な職員数の管理、人件費の適正化 

各年度の 

数値目標 

職員数（人） 

※令和６年度以降の目標値は、令和５年度に定員適正化計画を策定する中で検討、設定する。 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

一般職員数＋フルタイム再任用職員数 

 2,268 

人 

2,277 

人 

2,268 

人 
- - - 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

定年延長制度の構築      

第５次福井市定員適正化計画の策定      

行政需要に応じた採用計画の策定と計画に基づく確実な職員採用      

      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №１ 職員定数の適正化と効率的かつ機動的な組織編成 

計 画 

・福井市財政計画、定員適正化計画をふまえた上で、行政需要に応じた令和５年度の採用計画を策定する。 

・採用計画に基づき職員採用を実施する。 

・定年延長制度を構築する。 

・今後の行政需要を見据えた上で、第５次福井市定員適正化計画を策定する。 

 

 
 計 画 （詳細） 実 績 

・令和５年度の職員採用計画の策定（４月） 

・職員採用計画に基づいた採用試験の実施（６月、９月） 

・定年延長制度の構築と条例制定（４月～９月） 

・第５次福井市定員適正化計画の策定（４月～３月） 

・所属長ヒアリング等を実施し、次年度以降の行政需要や職員配置の課題を

把握（１月） 

 

・令和５年度の職員配置計画・採用計画の策定（４月） 

・職員採用計画に基づく採用試験の実施（６月、９月） 

・定年引上げの制度設計と条例案の提出・可決（４月～９月） 

・令和５年度に６０歳に到達する職員への情報提供・意思確認（１１月） 

・令和５年度以降の定員管理の在り方を検討（４月～３月） 

・所属長ヒアリング等を実施し、次年度以降の行政需要や職員配置の課題

を把握（１月） 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 2,274人 

（R4.4.1時点） 

・各種計画に基づき令和５年度の業務遂行に必要な職種・人員を精査した上で、積極的な採用活

動も含めて適切に採用試験を実施した結果、必要な職員数を概ね確保することができた。 

・これにより、令和５年度においても、効率的で持続可能な行政運営の下で適切な行政サービス

の提供が図られる見通しである。 

・定年引上げに係る条例等に基づき対象者に対して適切に情報提供及び意思確認を実施し、そ

の結果等もふまえて、定年引上げ者や退職手当の中期的な試算等を行い、適正な定員管理の一

助とすることができた。 

計 画 

・部局長ヒアリングや所属長ヒアリングの結果等をふまえ、行政需要に応じた令和６年度の職員配置計画・採用計画を策定する。 

・採用計画に基づき職員採用を実施する。 

・定年引上げに係る対象者への説明及び意向確認を経て、結果等を次年度の人事異動に反映させる。 

・所属長ヒアリング等を実施し、次年度以降の行政需要や職員配置上の課題を把握する。 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 施策推進や行政課題解決のための組織体制の構築 担当所属 職員課 

計画内容 
・「第八次福井市総合計画」及び各施策の推進に向けて、多様な市民ニーズへの的確な対応と、各種行政課題の解決

を図るため、質の高い市民サービスを提供できる組織体制を構築する 

目指す成果 ・簡素で効率的な組織機構による迅速、的確できめ細かな施策の展開 

各年度の 

数値目標 

質の高い市民サービスを提供できる組織体制の構築 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

― 
組織体制

の整備 

組織体制

の整備 

組織体制

の整備 

組織体制

の整備 

組織体制

の整備 

組織体制

の整備 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

市民ニーズや行政課題に対応するための組織体制の整備      

      

      

      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №１ 職員定数の適正化と効率的かつ機動的な組織編成 

計 画 

・多様な市民ニーズや各種行政課題に対応するための組織体制を整備する。 

 

 

 

 

 
 計 画 （詳細） 実 績 

・各部局からの報告に基づき、事務分掌・組織の再編に関する検討 

（７月～１１月） 

・所属長ヒアリング等を実施し、次年度以降の行政需要や職員配置の課題を 

把握（１月） 

 

 

 

・各部局からの報告等に基づき事務分掌や組織の再編に関する検討を実施

（７月～１１月） 

・所属長ヒアリング等を実施し、次年度以降の行政需要や職員配置の課題

を把握（１月） 

 

 

 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 ― 

・令和５年度は、年度末の北陸新幹線福井開業に向けた取組みの加速や、第八次福井市総合計

画実施計画等の着実な推進を図る観点から、事務事業の継続性を重視し、組織の改編は最小

限とする方針のもとで所要の作業を進めた。 

・その中で、危機事象下において的確に機能し得る危機管理体制の構築や、こども家庭庁の設

置を見据えた指揮命令系統の整理等を中心に、令和５年度の組織体制について一定の方向性

を定めることができた。 

計 画 

・社会情勢の変化や国の動き等に迅速かつ的確に対応できる組織体制を構築する。 

 



 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 職員の能力や専門性を活かした適材適所の人員配置 担当所属 職員課 

計画内容 ・職員の能力や専門性、意欲、経験等を活かした適材適所の人材配置を行う 

目指す成果 ・適材適所の人材配置による行政サービスの質的向上と効率的行政運営 

各年度の 

数値目標 

適材適所の人材配置 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

― 
適材適所の

人材配置 

適材適所の

人材配置 

適材適所の

人材配置 

適材適所の

人材配置 

適材適所の

人材配置 

適材適所の

人材配置 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

職員の能力や専門性、意欲、経験等を活かした適材適所の人材配置      

      

      

      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №２ 適材適所の人材配置 

計 画 

・計画的な職員採用 

・各所属の行政課題や個々の職員の能力、意欲、適性等の把握 

・人事異動や昇任選考を通じた適材適所の人材配置 

 

 

 
 計 画 （詳細） 実 績 

・職員採用計画に基づいた、採用試験の実施（６月、９月） 

・所属長ヒアリング等を実施し、次年度以降の行政需要や職員配置の課題を

把握（１月） 

・人事異動や昇任選考を通じた適材適所の人材配置（１月～３月） 

 

 

 

・職員採用計画に基づく採用試験の実施（６月、９月） 

・令和５年度に６０歳に到達する職員への定年引上げに関する情報提供及び

意思確認（１１月） 

・所属長ヒアリング等を実施、次年度以降の行政需要や職員配置の課題を

把握（１月） 

・人事異動や昇任選考を通じた適材適所の人材配置（１月～３月） 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 ― 

・各種計画に基づき令和５年度の業務遂行に必要な職種・人員を精査した上で、積極的な採用活

動も含めて適切に採用試験を実施した結果、必要な職員数を概ね確保することができた。 

・また、所属長ヒアリング等を通して、職員の能力や意欲、適性等に基づく人事異動を行い、適

材適所の人材配置が実施できた。 

・これにより、令和５年度においても、効率的で持続可能な行政運営の下で適切な行政サービス

の提供が図られる見通しである。 

計 画 

・計画的に職員採用を実施する。 

・各所属の行政課題や個々の職員の能力、意欲、適性等を把握する。 

・人事異動や昇任選考を通じた適材適所の人材配置を行う。 

・定年延長を希望する職員の適材適所の配置を行う。 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 戦略的な採用活動や多様な任用形態等の活用による人材の確保 担当所属 職員課 

計画内容 
・職員採用のプロモーション強化や採用試験の見直しなど、戦略的な採用活動を実施する 

・多様な任用形態や定年延長制度を活用し、特定の業務や行政課題に的確に対応できる多様な職員を確保する 

目指す成果 
・能力や資格の種別、分野や障がいの有無を問わず、多様な人材の確保 

・複雑、多様化する行政課題に柔軟かつ的確に対応 

各年度の 

数値目標 

職員採用セミナー及びインターンシップ参加者数（人） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

職員採用セミナー及び 

インターンシップ参加者数の合計 
203人 

220人 

以上 

240人 

以上 

260人 

以上 

280人 

以上 

300人 

以上 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

戦略的な採用活動の実施      

計画的な職員採用      

      

      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №３ 多様な人材の確保 

計 画 

・職員採用のプロモーションを強化する。 

・採用試験の見直しを行う。 

 

 

 

 計 画 （詳細） 実 績 

・採用セミナーの開催（5月・８月） 

・市役所仕事を知ってもらうためのオンライン説明会の開催（３月） 

・学生を対象としたインターンシップによる就業体験（8月） 

・Facebookなどの様々な情報媒体を使った情報発信（通年） 

・採用試験のあり方について調査・研究（通年） 

 

 

・試験案内の公表に合せた採用セミナーの開催（５月、７月） 

・４０名の大学生等をインターンシップ生として各所属で受入（８月） 

・大学が主催する採用説明会への参加（５月、１１月、１２月） 

・ＳＮＳを通じた情報発信 

・採用試験管理システムの試行導入や適性検査のオンライン化による受験

生の負担軽減 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 232人 

・今年度は、県内や近県の大学において対面での説明会が再開されたことを受け、福井大学、富

山大学等を訪問し、本市ブースを訪れた学生に業務内容の説明等を行うことができ、次年度の

採用試験に向けて一定の手応えを得ることができた。 

・採用試験管理システムを試行的に導入することで、採用試験の申込手続や合否結果の通知、適

性検査の実施等について受験生の負担軽減等を図ることができた。 

・前期採用試験において必要数を確保できなかった職種については、後期試験においても追加

募集を行い、職員の不足による業務への影響を極力抑えるよう努めた。 

計 画 

・様々な手段を駆使し、職員採用のプロモーションの強化を図る。 

・採用試験の年齢区分や募集枠等のあり方を検討する。 

・採用試験内容の見直しを行う。 

 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 
時代や環境の変化に的確に対応できる職員の育成 

北陸新幹線福井開業に向けた職員のおもてなし意識の醸成 
担当所属 職員課 

計画内容 
・階層別に実施する研修プログラムの充実やＯＪＴ（職場研修）の強化を図る 

・ジョブローテーション等の人事異動や研修派遣を通じた職員の適性の発見や新たな能力の開発を行う 

目指す成果 

・職員のおもてなし意識の醸成 

・業務に活かせる資格取得の促進 

・職員一人ひとりの事務能力や技術力、職務意欲の向上 

各年度の 

数値目標 

窓口でのお客様アンケートでの「おもてなし」に関する評価（％） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

「よい」と回答した人の割合 

 
98％ 

99％ 

以上 
100％ 100％ 100％ 100％ 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

必要な知識やスキルを身に着けるための階層別研修の実施      

テーマ別、政策形成能力を向上させるための研修の実施      

国、県、研修機関等への派遣研修の実施      

      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

  

取組項目 №４ 時代の変化に対応できる職員の育成 

計 画 

・職場におけるＯＪＴを実施する。 

・補職に応じて求められる役割を自覚し、必要な知識やスキルを身に着けるための階層別研修を実施する。 

・普遍的なテーマや重要性の高いテーマ、さらには政策形成能力を向上させるための研修を実施する。 

・高度な専門知識や技能を習得するため専門機関や国、県などへの派遣研修を実施する。 

 

 
 計 画 （詳細） 実 績 

・係長やジョブコーチによるＯＪＴの実施（通年） 

・必要な知識やスキルを身に着けるための階層別研修の実施（通年） 

・政策形成能力を向上させるための研修を実施（通年） 

・国、県などへの派遣研修の実施（通年） 

 

 

 

・係長やジョブコーチによるＯＪＴの実施（通年） 

・階層別研修（主事級～副理事級）、政策形成能力向上に係る研修（７月～

１０月で８回）、キャリアデザインの意識醸成に係る研修（４回）等の実施 

・国、県、公益的団体等に職員を派遣し、業務推進能力や折衝力の習得等、

実務を通じた若手・中堅職員等の人材育成を実施 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 99％ 

・研修計画に基づき、職員の業務能力向上を目的に研修を実施した。 
・連携中枢都市圏事業として政策形成能力向上研修を実施し、１８名（うち５名が他市町職員）が
参加した。圏域連携により各々の組織だけでは得がたい経験を積ませることができ、中長期的

な視点から将来を担う人材の育成が図られた。 
・接遇研修の開催や、全職員対象の「おもてなしセルフチェック」、「職員アンケート」を実施す
ることで、職員一人ひとりのおもてなし意識の向上につなげることができた。 

計 画 

・職場におけるＯＪＴを実施する。 

・各研修機関のメニューや他都市の実績等に基づく効果的な研修を企画・実施する。 

・普遍的な内容や政策形成能力を向上させるための研修を実施する。 

・引き続き、高度な専門知識や技能を習得するため専門機関や国、県などへの派遣研修を実施し、時機を捉えた効果的な施策の実

施や関係機関との連携を強化する。 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 技術継承の効果的な推進と技術力向上 担当所属 技術管理課 

計画内容 

・福井市技術職員研修プログラムに基づき、共通研修、専門研修、現場研修、技術継承研修を開催する 

・研修を円滑かつ効果的に実施するため、e-ラーニングや Web技術を活用する 

・自己研鑽を通じた技術力向上のため、職員の資格取得について、情報提供等の支援を行う 

目指す成果 ・技術職員の技術力向上 

各年度の 

数値目標 

研修内容の理解度９０％以上（％） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

受講者アンケートにおいて理解できたと答

えた人数／回答人数 
98.6% 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

福井市技術職員研修プログラムに基づく研修の実施      

e-ラーニングの検討及び一部試行      

e-ラーニングの導入・実施      

資格取得に関する情報提供や学習会の実施      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №５ 技術継承と技術力の向上 

計 画 

・福井市技術職員研修プログラムに基づく研修の実施 

・e-ラーニングの検討及び試行 

・資格取得に関する情報提供や学習会の実施 

 

 

 
 計 画 （詳細） 実 績 

・福井市技術職員研修プログラムに基づく研修の実施（５月～１２月） 

・e-ラーニングの実施項目や実施方法の検討（４月～９月） 

・e-ラーニングの一部作成と評価（10月～２月） 

・資格取得に関する情報提供（通年） 

・資格取得に関する学習会の開催（11月） 

 

 

・インフラ整備に係る新技術への対応や技術力の継承など、福井市技術職員研

修プログラムに基づく研修を１３回実施（５月～１１月） 

・e-ラーニングの実施項目や実施方法の検討（４月～７月） 

・工事コスト改善マネジネントなど３講義の e-ラーニングを作成し、内容の評価・

見直しを実施（８月～２月） 

・試験案内や受験対策セミナーなど、資格取得に関する情報を細やかに提供し

た（通年） 

 

 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 97.5％ 

・福井市技術職員研修プログラムに基づき研修を１３回実施し、参加者は２０５名、理解度は 

９７.５％だった。これにより、実務に必要な知識や業務に活用できる技術の習得により、職員

の能力向上を図ることができた。 

・e-ラーニングとして、３講義の研修動画を作成して庁内公開し、１０３件の閲覧があった。職員

各々の時間を活用して視聴できるため、研修を効果的に実施することができた。 

・資格取得に関しては、試験案内や受験対策セミナーについて、計７回の情報提供を行い、職員

の自己啓発を促した。 

計 画 

・令和４年度に参加した職員のアンケート結果をふまえた内容で、研修を実施する。 

・e-ラーニング研修の動画を作成し、研修を効果的に実施する。 

・資格取得に関する試験案内や受験対策セミナーの情報を提供する。 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 職員の施策立案・財務事務能力の向上 担当所属 
総合政策課、職員課、財政

課 

計画内容 

 

・若手職員が斬新な発想に基づき自ら施策提案し、事業実施まで遂行できるよう、総合政策課・財政課・職員課が

連携して若手職員のチャレンジをサポートする 

 

目指す成果 

 

・職員の政策形成能力の向上 

・若手職員のモチベーション向上 

・若手職員の柔軟で斬新なアイデアに基づく魅力ある事業の実施 

 

各年度の 

数値目標 

施策提案に向けて取り組んだ若手職員数（人） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

次年度の「チャレンジみらい予算」への施

策提案に向けてエントリーを行った若手職

員数 
51人 60人以上 60人以上 60人以上 - - 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

「チャレンジみらい予算」に向けた若手職員の施策提案の支援      

「チャレンジみらい予算」に基づく事業実施の支援、成果報告会の開催      

      

      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №６ 職員の施策立案・財務事務能力の向上 

計 画 

・より多くの若手職員が施策提案にチャレンジできるよう、募集チラシ等を活用して積極的に働きかけを行う。 

・若手職員が施策提案から事業実施まで遂行できるよう、総合政策課が持つノウハウ※を活用し、提案者の自主性を尊重しつつ伴

走型のサポートを実施する。 

※先進自治体の情報、精通者などの人材情報、関係所属への協力依頼、民間企業との連携協定情報、他都市への調査手法など 

 計 画 （詳細） 実 績 

・「チャレンジみらい予算」へのエントリー募集（４月～） 

・若手職員の施策提案をサポート（４月～１２月） 

・勉強会及び事前プレゼンテーション会の開催（６～１０月） 

・予算査定、市長へのプレゼン（１１月～１月） 

・予算措置（３月） 

 

 

・「チャレンジみらい予算」へのエントリー募集 

（チーム提案：４月～７月末、個人提案：４月～１０月末） 

・若手職員の施策提案をサポート（４月～１２月） 

・勉強会開催（６月１日） 

・提案プレゼンテーション能力向上研修会開催（１０月１３日） 

・予算査定、市長へのプレゼン（１１月～１月） 

・予算措置（３月） 

 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 70人 

・若手職員の施策立案意欲を高めるために、本制度のＰＲ動画作成及びＰＲチラシ配布による情報

発信、過去に施策立案を行った先輩職員の体験談を学ぶ勉強会の開催、外部講師を招いたプレ

ゼンテーション能力向上研修会の開催、施策立案に関する個別相談対応などを行い、伴走型で

若手職員のサポートを実施した。 

・その結果、今年度から新たに創設した業務の垣根を超えて施策提案を行う「チーム提案」を含

め、計７０人（提案数２６件）の若手職員が施策立案にチャレンジすることができた。 

計 画 

・より多くの若手職員のチャレンジ意欲の高揚を図るため、様々な媒体を活用して制度周知を行う。 

・若手職員のチャレンジを後押しできるよう、若手職員のアイデアを期待する事業を募集し、若手職員向けに情報発信する。 

・若手職員の提案の実現可能性が高まるよう、総合政策課、財政課及び職員課が連携し、伴走型でサポートを実施する。 

・提案経験者の意見をふまえ、より効果的な取組となるよう、本制度のブラッシュアップを行う。 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 職員の施策立案・財務事務能力の向上 担当所属 

総合政策課、職員課、財政

課、施設活用推進課、契約

課、出納課 

計画内容 

・職員自らが財務事務の理解度をパソコン上で診断する「財務事務に関する自己診断※」を実施する 

※「予算」「収入」「支出」「契約」「財産管理」「文書管理」の６つのジャンルごと設定された各３０問程度の設問を解くことで、 

ミスが生じやすい部分を見える化するとともに、財務事務に関する知識を習得する取組（設問は関係各課の協力を得て作成） 

目指す成果 

 

・財務事務に関するミスの減少 

・財務事務に関する知識の習得 

 

各年度の 

数値目標 

職員アンケートにおいて「理解でき、業務の役に立った」と回答した割合（％） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

「財務事務に関する自己診断」の実施後 

アンケートにおいて、「理解でき、業務の 

役に立った」と回答した職員の割合 

76% 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

「財務事務に関する自己診断」の実施      

      

      

      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №６ 職員の施策立案・財務事務能力の向上 

計 画 

・各所属の庶務担当者及び主査１年目職員を対象として、「財務事務に関する自己診断」を実施する。 

・グラフ等を用いてミスが生じやすい部分を見える化した結果報告書を作成し、庁内に公表する。 

・次年度の実施に向けて、定期監査等での指摘事項を設問に追加するなどの設問の更新を行う。 

 計 画 （詳細） 実 績 

・「財務事務に関する自己診断」の実施（５月～８月） 

・       〃      の結果集計（９月） 

・       〃      の庁内公表（１０月） 

・次年度の実施に向けた自己診断の設問更新（１１月～３月） 

 

・「財務事務に関する自己診断」の実施（５月９日～９月３０日） 

・       〃      の結果集計（９月） 

・       〃      の庁内公表（１０月２６日） 

・次年度の実施に向けた関係所属協議（文書法制課・財政課・契約課・市施

活用推進課・出納課）を実施し、対象者の拡大など、さらなるブラッシュ

アップについて検討（１０月２６日）し、設問を更新（１１月～３月） 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 95.2％ 

・実施２年目となる今年度は、これまでの「予算」「収入」「支出」「契約」「財産管理」の設問ジ

ャンルに加え、新たに「文書管理」を追加し、公文書の保存や公印の使用方法などについても

広く学習できるよう、ブラッシュアップを実施した。 

・実施結果としては、前年度（１２６名）を上回る１５８名（庶務担当者及び主査１年目）の職員が

実施し、全てのジャンルにおいて、職員の理解度が８０％以上となった。 

・また、実施後のアンケートでは、自己診断の実施について、「効果がある」と回答した職員が

９５．２％となるなど、職員の財務事務に関する知識の習得による財務事務能力の向上につなげ

ることができた。 

・来年度の実施に向けて、関係所属と連携し、監査の指摘事項や職員アンケートの結果を踏ま

え、対象者の拡大など、さらなるブラッシュアップに取り組んだ。 

計 画 

・前年度の実施結果をふまえ、職員研修では、正答率が低い項目について重点的に説明等を行うことで、ミス発生防止に取組む。 

・各所属の庶務担当者及び主査１年目職員を対象として「財務事務に関する自己診断」を実施する。 

・実施結果や職員アンケートの結果等をふまえ、次年度の実施に向けたブラッシュアップを行う。 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 情報システムの標準化・共通化による行政運営の効率化 担当所属 情報統計課（DX推進室） 

計画内容 
・令和 7年度末までに 20の基幹系業務システムを国の基準に適合した標準システム（標準準拠システム）へ移行す

る 

目指す成果 ・標準準拠システムへの円滑な移行 

各年度の 

数値目標 

標準準拠システムへの移行に関する進捗率（％） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

作業項目完了数/国が作成した「自治体情報 

システムの標準化・共通化に係る手順書」内 

で示された作業項目数（１７項目）×１００ 

※①推進体制の立上げ、②現行システムの概要調

査は R3年度実施済 

11.7% 
29.4% 

以上 

47% 

以上 

70.5% 

以上 
100% 100% 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

③標準仕様との比較分析、④移行計画作成、⑤情報提供依頼（RFI）資料の作

成  
     

⑥RFIの実施、⑦RFI結果分析及び移行計画の詳細化、⑧予算要求      

⑨ベンダへ提案依頼（RFP）、⑩ベンダ選定、⑪契約・詳細スケジュールの確 

定、⑫特定個人情報保護評価（PIA） 
     

⑬システム移行時の設定、⑭データ移行、⑮テスト研修、⑯次期情報システ

ム環境構築、⑰条例・規定等改正、一部運用開始 
     

本格運用      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 ※FIT＆GAP分析・・・事業者の提供するパッケージソフトの機能が、利用者として求める要件に適合（fit）している点と乖離（gap）している点

を明らかにし、事業者の提供するパッケージソフトと利用者として求める要件との適合性を判断する分析手法。 

RFI・・・Request For Information の略で、情報システムの導入や業務委託を行うに当たり、発注先候補の業者に情報提供を依頼すること。 

取組項目 №７ 情報システムの標準化・共通化 

計 画 

・移行計画の立案及びシステム選定作業の準備を行う。 

 計 画 （詳細） 実 績 

・移行計画やＲＦＩ資料等作成支援業務に係る委託事業者の選定（プロポー

ザル）及び契約（４月～５月） 

・標準仕様書と現行システムの比較分析作業の実施（４月～１２月） 

・移行計画作成（６月～１２月） 

・ＲＦＩ資料作成（１月～３月） 

・移行計画やＲＦＩ資料等作成支援業務に係る委託事業者の選定（プロポーザ

ル：６月、契約締結：８月） 

・関係所属向けのキックオフ会議の実施（８月） 

・標準仕様書と現行システムの比較分析作業の実施（８月～3月） 

・移行計画作成（１２月～３月） 

・ＲＦＩ資料作成（１２月～１月） 

・ＲＦＩの実施＜簡易版＞（１月～２月） 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 35.3% 

・情報システムの標準化・共通化を円滑に進めるため、支援業務を事業者に委託し、ＦＩＴ＆ＧＡ

Ｐ分析作業及びＧＡＰの検討、移行計画の作成、ＲＦＩ等を行った。 

・また、情報システムの標準化・共通化の目的や作業内容を周知するため、関係所属を集めた

キックオフ会議を開催した。（住民情報、税、福祉関係の１３所属、合計２６名が参加） 

 

計 画 

・令和４年度に作成した移行計画の詳細化を行う。 

・令和４年度に実施したＦＩＴ＆ＧＡＰ分析を基に、ＲＦＩ（詳細版）を行う。 

・国の標準仕様書の改版版に対するＦＩＴ＆ＧＡＰ分析を行う。 

・標準準拠システム調達に向けた予算の検討及び要求を行う。 

・標準準拠システムの調達等に係る準備作業を行う。 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 文書事務の電子化の推進 担当所属 文書法制課 

計画内容 

・電子決裁基準の見直しを行い、電子決裁の推進を図る 

・電磁的記録（データ等）の保存方法を明確にするため、保存基準の明確化を図る 

・押印省略を推進する 

・例規改正事務を改善し、事務の効率化を図る 

目指す成果 ・事務の電子化、効率化、ペーパーレス化の推進による効率的な業務の達成 

各年度の 

数値目標 

文書管理システムによる電子決裁比率（％） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

（電子決裁数）/（文書管理システムを使用

した決裁※及び供覧）×100 

※基準により電子決裁が不適としたものを除く。 
5.8％ 12％以上 75％以上 100％ 100％ 100％ 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

電子決裁基準の見直し、文書（電磁的記録）保存期間・範囲・廃棄等の整備      

電子決裁、文書保存（電磁的記録）に関する基準の周知及び実施の促進      

押印省略の推進      

例規改正事務の改善      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №８ 文書事務の効率化、ペーパーレス化、電子化の推進 

計 画 

・電子決裁の基準を見直すとともに、文書（電磁的記録）保存の期間・範囲・適切な廃棄方法等を整理し、マニュアルを整備する。 

・押印の見直し調査を定期的に実施し、押印省略を推進する。 

・例規改正事務の手続の見直しを行い、事務の効率化を図る。 

 

 計 画 （詳細） 実 績 

・押印の見直し調査及び押印省略の促進（随時） 

・先進都市の調査、電子決裁基準の見直し、文書（電磁的記録）保存方法等

のマニュアルの整備（随時） 

・例規改正事務の改善に関する手法の検討、調査及び研究（随時） 

 

 

・電子決裁推進の呼びかけ 

庶務担当者説明会(４月)、初等科研修(５月)、情報公開・個人情報保護制

度所属長研修(６月)、ＤＸ推進会議(１０月) 等 

・文書管理システムガイドライン（電子決裁基準）等の見直し 

 全庁調査(９月)、ガイドライン、関係例規等の見直し(１１月～３月) 

・押印省略の推進 

 押印見直しの実施調査(４月)、内部文書の押印状況調査(１０月)及び見直

し依頼（２月） 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 18.2％ 

・電子決裁の推進については、研修や会合などで呼びかけ、文書事務システムを用いた起案及

び供覧が全所属で４１，２４３件あるうち、５，２４５件電子決裁を行っている（電子決裁４，７１８

件、電子供覧５２７件）。 

・現在の電子決裁を行う基準は、課長専決、受付や施行文書がないこと、公印承認がないなど

簡易なものに限られている。電子決裁の適用範囲を広げるため、ガイドライン、例規等の改

訂素案を作成した。（実施は令和５年６月予定） 

計 画 

・電子決裁の試行期間とし、新たなガイドラインを基に説明会を実施する。 

・職員掲示板や研修等、制度の理解を促進する機会を創出する。 

・年度中に課題を整理してガイドラインを見直し、令和６年度からの電子決裁完全導入を目指す。 

・これまで行ってきた申請書等の押印省略の促進及び見直し状況調査の実施を継続する。 

・内部事務の押印省略を促進する。 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 デジタル技術を活用した業務効率化 担当所属 情報統計課（DX推進室） 

計画内容 
 ＡＩ議事録作成支援システムを導入する 

 ＲＰＡ導入業務を拡大する 

目指す成果  ＡＩやＲＰＡの導入による業務効率向上 

各年度の 

数値目標 

ＲＰＡの導入による業務削減時間（時間） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

（ＲＰＡ適用前の業務処理時間） 

－（適用後の業務処理時間） 1,315 

時間 

2,100 

時間以上 

2,800 

時間以上 

3,500 

時間以上 

4,200 

時間以上 

5,000 

時間以上 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

ＲＰＡ導入業務の拡大      

ＲＰＡ業務の次期総合行政情報システムへの移行対応      

ＡＩ議事録作成支援システムの導入・運用      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

※AI議事録作成支援システム・・・会議の議事録の作成支援に AIを活用し、自動で音声を文章化するシステム 

※RPA・・・Robotic Process Automationの略称で、普段人が行う定型的なパソコン操作をソフトウェアのロボットが代替して自動化するもの 

取組項目 №９ 新技術の業務への活用 

計 画 

 職員に対してＲＰＡの周知を行い、ＲＰＡ導入業務の拡大を図る。 

 ＲＰＡの導入支援（ＲＰＡシナリオ作成）を行う。 

 ＡＩ議事録作成支援システムを導入し、業務効率化を図る。 

 計 画 （詳細） 実 績 

・職員に向けたＲＰＡ導入事例等の紹介（7月、１０月、１月） 

・シナリオ作成支援（４月～３月） 

・ＡＩ議事録作成支援システム導入に向けたデモ、トライアルの実施（上半期） 

・ＡＩ議事録作成支援システム導入による業務効率化の検証（３月） 

・ＲＰＡ利用のための業務調査の実施（４月） 

・ＲＰＡソフト（ＷｉｎＡｃｔｏｒ）の操作研修を開催（９月） 

・ＲＰＡ導入に係る各種業務のシナリオ作成支援（４月～３月） 

・ＡＩ議事録作成支援システム導入に向けたデモ、トライアルの実施（６月） 

・ＡＩ議事録作成支援システムを導入（１０月） 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 2,103時間 

・ＲＰＡ利用のための業務調査を行うことにより、業務に応じた利用の勧奨ができ、さらに、今

後のＲＰＡ導入へのきっかけを作ることができた。 

・ＲＰＡソフトの操作研修会を行ったことで、操作の様子をイメージすることができ、導入事例

やその効果が見える化されたことで、福祉や市税に係るセクション等で新たにＲＰＡに取り組

む職員が増えた。 

・議事録作成支援システムを導入し、４５の所属が利用を開始した。 

計 画 

・職員に対してＲＰＡの周知を行い、ＲＰＡ導入業務の拡大を図る。 

・ＲＰＡの導入支援（ＲＰＡシナリオ作成）を行う。 

・ＡＩ議事録作成支援システムを導入の利用拡大を図る。 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 監督・検査業務におけるデジタル技術の活用推進 担当所属 技術管理課、工事検査課 

計画内容 
・「福井市建設工事生産性向上・働き方改革指針」に基づき、建設現場の遠隔臨場※等の監督・検査業務を効率化す

る取組を実施する 

目指す成果 ・デジタル技術の活用による監督・検査業務の効率化 

各年度の 

数値目標 

遠隔臨場の実施件数（件） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

遠隔臨場の実施件数 

- - 5件以上 10件以上 15件以上 20件以上 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

建設現場の遠隔臨場に関する試行要領策定      

建設現場の遠隔臨場の試行実施      

情報共有システムの運用拡大に関する検討      

情報共有システムの運用拡大の実施      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

※遠隔臨場・・・動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影した映像と音声を活用し、遠隔地から Web会議システム等を介して、「段階確認」、

「材料確認」と「立会」を行うこと 等 

取組項目 №９ 新技術の業務への活用 

計 画 

・建設現場の遠隔臨場に関する試行要領策定 

 

 

 

 

 
 計 画 （詳細） 実 績 

・建設現場の遠隔臨場に関する試行要領策定（３月） 

 

 

 

 

・建設現場の遠隔臨場に関する試行要領策定（３月） 

 

 

 

 

 

 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 － 

・工事発注課等の職員で構成する委員会において実施要領を検討し、遠隔臨場を実施する場合

の課題を明らかにするとともに、遠隔臨場の実施方法や効果について周知を図った。 

計 画 

・工事発注課等で構成する福井市建設工事生産性向上委員会等を通じて、遠隔臨場の取組を促す。 

・施工者及び監督職員へのアンケート調査等により、効果の検証及び課題の抽出等を行う。 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 テレワークの推進 担当所属 職員課 

計画内容 ・福井市職員テレワーク勤務制度の効果的な運用を行う 

目指す成果 
・様々な制約を有する職員の働き方の選択肢の拡大 

・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

各年度の 

数値目標 

テレワーク利用者数（人） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

テレワークを実施した職員数 

 
100人 

110人 

以上 

120人 

以上 

130人 

以上 

145人 

以上 

160人 

以上 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

福井市職員テレワーク勤務制度の運用      

      

      

      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №10 多様な働き方や価値観を実現できる職場環境の構築 

計 画 

・「福井市職員テレワーク勤務制度」の運用を行う。 

・実施者へのアンケート等をふまえ、制度内容の適宜見直しを図る。 

 

 

 

 
 計 画 （詳細） 実 績 

・福井市職員テレワーク勤務制度の運用（４月～３月） 

・実施者へのアンケート等の実施（３月） 

・制度内容の適宜見直し（適宜） 

 

 

 

 

・福井市職員テレワーク勤務制度の運用（４月～３月） 

・テレワーク勤務時の連絡手段に関するアンケート調査の実施（８月～９月） 

・課題となっていた所属や職員とのコミュニケーションの円滑化を試行導入した

ビジネスチャットを活用して解消 

 

 

 

 

 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 134人 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、出勤困難となった職員への働き方の選択肢と

して周知されてきており、今年度の目標値は達成できる見込みである。 

・職員が通勤に要する時間を有効活用できるため、実施者のワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）の向上につながっている。 

計 画 

・「福井市職員テレワーク勤務制度」の運用を行う。 

・本来の趣旨・目的に沿った利用促進を図るため、実施者へのアンケートや他都市の事例等をふまえ、制度の見直しを適切に行う。 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 働きやすい職場環境の整備 担当所属 職員課 

計画内容 
・超過勤務縮減計画の作成、実行を行う 

・研修等を通じた子育て関連休暇制度の周知を行う 

目指す成果 

・超過勤務の縮減 

・年次休暇等の取得促進 

・育児休暇の取得促進など、出産や子育てしやすい職場環境の整備 

各年度の 

数値目標 

年次休暇の平均取得日数（日） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

全職員の年次休暇及び夏季休暇取得日数

（年間）／全職員数 
13日 14日以上 15日以上 16日以上 17日以上 17日以上 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

超過勤務縮減計画の作成、実施      

各種休暇を取得しやすい取組みや職場環境づくり      

研修等を通じた子育て関連休暇制度の周知      

      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №10 多様な働き方や価値観を実現できる職場環境の構築 

計 画 

・超過勤務縮減計画を作成し、実施する。 

・週休日や国民の祝日と一体的に年次休暇や夏季休暇を取得できる職場環境を構築する。 

・研修等を通じた子育て関連休暇制度の周知を行う。 

 

 計 画 （詳細） 実 績 

・超過勤務縮減計画の作成、実施（通年） 

・大型連休、お盆や年末年始等における連続休暇取得等の庁内周知（通年） 

・研修等を活用した子育て制度の周知（通年） 

 

 

・超過勤務縮減計画の作成、実施（通年） 

・夏期休暇の取得可能期間を１１月末まで延長（９月） 

・大型連休、お盆や年末年始等における連続休暇取得等の庁内周知（通年） 

・研修等を活用した子育て制度の周知（通年） 

 

 

 

 

 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 14.9日 

・今年度は夏期休暇の取得可能期間延長のほか、お盆や年末年始等における連続休暇取得等の

庁内周知により目標を達成できる見込みであり、働きやすい職場環境づくりに一定の効果が

あった。 

・採用２年目の職員を対象とした初等科研修において子育て制度の周知を行ったところ、今回初

めて知った制度があるという職員が９０％を超え、制度の理解につながった。 

計 画 

・「第４期福井市特定事業主行動計画」に基づき、超過勤務の縮減や年次休暇・夏季休暇の取得促進に取り組む。 

・育児休業やこの出生に伴う父親の柔軟な養育休暇取得について周知徹底を図り、男性育休の取得率向上に努める。 

 

 



 

 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 女性職員のキャリア形成の促進 担当所属 職員課 

計画内容 
・女性職員の意欲や能力の向上を図るための研修や、キャリア形成を後押しする各種人事制度の充実を図る 

・管理監督職への積極的な登用などにより、女性職員の活躍を促進する 

目指す成果 ・女性管理職の増加 

各年度の 

数値目標 

女性管理職比率（％） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

（管理職の女性職員数）／（管理職のポス

ト数）×100 
18.7％ 20％以上 23％以上 25％以上 25％以上 25％以上 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

女性職員の管理職への登用を促進      

女性職員のキャリア形成を後押しするための研修等の実施      

第５期福井市特定事業主行動計画の策定と推進      

      

      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №10 多様な働き方や価値観を実現できる職場環境の構築 

計 画 

・リーダー養成等の研修へ積極的に派遣するなど、女性職員のキャリア形成を促進するための環境整備や意識付けを継続する。 

・女性の視点や発想力を市政運営に活用するよう、女性職員の管理監督職への積極的な登用を図る。 

 

 

 

 
 計 画 （詳細） 実 績 

・国、県等への実務研修に女性職員を積極的に派遣（通年） 

・リーダー養成等の研修受講を推進（通年） 

・管理監督職への積極的な登用と能力の活用（４月） 

 

 

 

・女性職員１名を経済産業省へ実務研修派遣（通年） 

・女性職員のリーダーシップ発揮法やキャリアデザイン等を学ぶスキルア

ップ研修（自治研修所主催）の受講奨励（通年） 

・管理監督職への積極的な登用と能力の活用（４月） 

 

 

 

 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 19.2％ 

（R4.4.1時点） 

・中堅女性職員を対象としたキャリアデザイン研修の受講推奨等に取り組むことで、女性職員

の昇任やキャリア形成への意欲を高めることにつながった。 

・女性管理職の比率は年々上昇しており、前年度の１８．７％と比較して０．５％の伸びとなったが、

目標値の２０％を達成することはできなかった。 

計 画 

・女性職員の意欲や能力の向上を図るための研修や、キャリア形成を後押しする各種人事制度の充実を図る。 

・女性職員の昇任の実績や研修参加者等の意見等に基づき現状分析を行い、女性のキャリア形成促進の具体策を検討する。 

・女性の視点や発想力を市政運営に活用するよう、女性職員の管理監督職への積極的な登用を図る。 



 

 

１ 計画期間全体の取組目標と取組計画 

取組目標 デジタル技術の活用による市民の利便性向上 担当所属 情報統計課（DX推進室） 

計画内容 
・行政手続のオンライン化（電子申請）を推進する 

・ＡＩを活用した自動応答サービス（AIチャットボット）を運用する 

目指す成果 
・電子申請可能手続数の増加 

・ＡＩチャットボット利用数の増加 

各年度の 

数値目標 

電子申請可能手続数（手続） 

算出根拠 
３年度 

（現状） 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

８年度 

（最終） 

国の「デジタル・ガバメント実行計画」に示され

た地方公共団体（市）が優先的にオンライン化

を推進すべき手続数５１のうち、本市において可

能となった手続数 

３５ 

手続 

38 

手続以上 

41 

手続以上 

44 

手続以上 

47 

手続以上 

51 

手続 

年 度 計 画 

取 組 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

27手続(子育て・介護・被災者支援関連)の先行オンライン化      

27手続以外のオンライン化に適した手続の選定、優先順位の検討      

オンライン化に適した手続の順次オンライン化・運用      

ＡＩチャットボットの運用（Ｑ＆Ａメンテナンス及び利用促進のための周知・広報）      

次期福井県電子申請・施設予約システム稼働      

 

２ 令和４年度 取組計画及び取組結果 

 

３ 令和５年度 取組計画 

 

取組項目 №11 デジタル化による市民サービスの向上 

計 画 

・２７手続（子育て・介護・被災者支援関連）のオンライン化を先行して実施する。 

・先行事業以外のオンライン化に適した手続の選定、優先順位の検討を行う。 

・利用状況の分析に応じたメンテナンスを行い、ＡＩチャットボットの精度向上を図る。 

・ＡＩチャットボット利用促進のための周知・広報を行う。 

・令和５年４月稼働予定の次期福井県電子申請・施設予約システムへの移行作業を行う。 

 計 画 （詳細） 実 績 

・マイナポータル（ぴったりサービス）において、２７手続のオンライン化を実施

（随時） 

・関係各課へのオンライン手続に関する調査（上半期） 

・調査結果の集計及びオンライン化に適した手続の選定、優先順位の検討

（随時） 

・ＡＩチャットボット定例会の実施（毎月） 

・ＡＩチャットボットのＱ＆Ａメンテナンスの実施（随時） 

・ＡＩチャットボットの利用促進に向けた広報の実施（随時） 

・消防法令における申請・届出等、児童扶養手当の現況届の事前送信、罹災

証明書の発行申請、転出届、転入予約のオンライン化を実施（３月） 

・行政手続オンライン化に向けた棚卸し調査の実施（１２月１日） 

・調査結果のとりまとめ（１月） 

・ＡＩチャットボット定例会の実施（毎月） 

・ＡＩチャットボットのＱ＆Ａメンテナンスの実施（随時） 

・ＡＩチャットボットの利用促進に向けたチラシの配布（随時） 

取組評価 
目標値に対する 
実績(R4末) 

成 果 

 39手続 

・国の「デジタル・ガバメント実行計画」にかわって令和４年６月７日に閣議決定された「デジタル社会

の実現に向けた重点計画」に示された地方公共団体（市）が優先的にオンライン化を推進すべき手

続のうち、５手続をオンライン化することができた。 

・庁内の市民、法人等を対象とする行政手続（年間受付件数１００件以上）を洗い出すため、「行

政手続オンライン化に向けた棚卸し調査」を実施し、現状把握を行った。 

・ＡＩチャットボットの円滑な運用を図った。 

計 画 

・国の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に示された地方公共団体（市）が優先的にオンライン化を推進すべき手続のうち、未オンラ

イン化の手続について、原課にオンライン化を促す。 

・令和４年度に実施した、市全体のオンライン化に適した行政手続の調査結果を基に、 ＤＸ推進リーダーの部会との連携しながら、

手続の選定や優先順位の検討を行う。 

・利用状況の分析に応じたメンテナンスを行い、ＡＩチャットボットの円滑な運用を図る。 

・ＡＩチャットボット利用促進のため、機能改善や周知広報を実施する。 




